
貸金業者実態アンケート結果について 

 

Ⅰ．調査方法 

１．調査対象 

420 業者（回答業者数 396） ※平成 22 年 1 月 18 日時点の財務局登録業者 

 

２．調査期間 

平成 22 年 1 月 18 日～2 月 19 日 
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Ⅱ．調査結果   ※各グラフ左上の「ｎ」は有効回答数 

１．過払金負担の見通し 

∇30.2％の業者が「②向こう 1～2 年間は現行水準の負担が継続」、20.9％の業者が「①同 3 年

以上継続」する見通しとしている。 

  

27.0%

15.1% 20.9%

6.9%

30.2%

①21年度以降当面（3
年以上）の間、20年度
と同水準の負担が継
続
②21年度以降、1～2
年間は20年度と同水
準の負担が継続

③21年度以降、負担
減少

④過払負担は発生し
ない

⑤その他

 

n = 378 

⑤ ①

④

②

③

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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２．４条施行に向けた対応状況 

(１)新規貸付の利息制限法内金利への利下げ 

∇94.4％の業者が「①対応済」又は「②4条施行時までに対応完了」としている。 

 

0.0% 5.1%

19.1%

0.5%

75.3%

①対応済み

②（４条施行時には）
対応完了

③対応できるか不明

④内容を知らない

⑤その他

 

④n = 393 
③

⑤

②

①

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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(２)財産的要件（純資産額 5,000 万円） 

∇96.9％の業者が「①対応済」又は「②4条施行時までに対応完了」としている。 

  

92.1%

0.8%

4.8%

2.3%
0.0%

①対応済み

②（４条施行時には）
対応完了

③対応できるか不明

④内容を知らない

⑤その他

 

⑤
④n = 394 ③

②

①

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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(３)総量規制の導入 

①総量規制による影響 

ア．年収の３分の１を超えると見込まれる顧客（延べ人数：複数業者から借入れがある顧客

は重複計上） 

∇全貸付人数 2,288 万人のうち「961 万人」（42.0％） 

 

イ．年収の３分の１を超えて貸し付けていると見込まれる金額 

∇全貸付総額 12 兆 5,363 億円のうち「5兆 831 億円」（40.5％） 
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ウ．年収の３分の１を超えて貸し付けていると見込まれる顧客への対応 

∇46.3％の業者が「②4条施行までに対応する」、次いで、25.2％の業者が「①既に対応

済」としている。 

  

23.3%

46.3%

5.3%

25.2%

①既に年収の3分の1
以内となるよう貸付の
自粛（或いは極度額
の見直し）を実施して
いる。
②４条施行までに対
応開始予定

③４条施行までは特
段の対応予定なし

④その他

 

n = 361

④ ① 

③

②

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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②－1個人顧客の資力証明書類の徴求 

∇67.9％の業者が「①徴求実施中」としている。 

 

67.9%

3.2%

13.2%

15.8%
①徴求実施中

②今後実施予定

③未定

④実施しない

 

n = 380 

④

③

②

①

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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②－2個人顧客の資力証明書を「①徴求実施中」と答えた場合の進捗状況 

∇60.0％の業者が「（①＋②）50％未満」としている。 

 

24.5%

29.6%

15.6%

30.4%
①30％未満

②30～50％

③50～70％

④70％以上

 

n = 257 

④
①

③

②

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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③－1配偶者貸付 

∇72.0％の業者が「②行わない」としている。 

 

11.3%
16.6%

72.0%

①行う

②行わない

③未定

 

n = 379 

③ ①

②

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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③－2配偶者貸付を「①行う」と答えた場合の具体的準備状況 

∇45.2％の業者が「①既に着手」している。 

0.0%

33.3%

21.4%
45.2% ①既に着手している

②今後、着手予定

③着手していないが、
検討中

④何もしていない

 

n = 42 ④

③

① 

②

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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④－1個人事業主貸付 

∇47.4％の業者が「②行わない」としている。 

 

33.8%18.8%

47.4%

①行う

②行わない

③未定

 

n = 382 

③

① 

②

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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④－2個人事業主貸付を「①行う」と答えた場合の具体的準備状況 

∇47.3％の業者が「①事業実態を確認し、事業計画等を徴求中」としている。 

  

3.9%

23.3%

25.6% 47.3%

①（実地調査、確定申
告書の確認により）事
業の実態を確認し、事
業計画等を徴求中

②事業の実態確認、
事業計画等の徴求に
着手予定

③事業の実態確認、
事業計画等の徴求に
着手していないが検
討中

④何もしていない

 

n = 129

④

③

① 

②

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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④－3「①事業実態を確認し、事業計画等を徴求中」と答えた場合の進捗状況 

∇60.0％の業者が「④70％以上」としている。 

    

60.0% 11.7%

6.7%

21.7%

①30％未満

②30～50％

③50～70％

④70％以上

 

n = 60 

① 

② 
④

③ 

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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(４)個人信用情報機関への加入状況 

①加入状況  

∇91.8％の業者が「①既に加入」又は「②4条施行までに加入予定」としている。 

  

85.8%

6.0%

6.0%

2.3%

①加入している

②加入していない
が４条施行までに
は加入予定

③加入する予定は
無い

④その他

 

④n = 388 

③
②

①

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 

※㈱シー・アイ・シー又は㈱日本信用情報機構への加入状況について調査。3月 11 日に両社を指定信用情報機

関として指定。 
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②返済能力調査のためのシステム対応 

∇58.4％の業者が「①システム対応済」、次いで、23.3％の業者が「②信用情報機関と協

議中」としている。 

  

23.3%

18.3%

58.4%

①システム対応済
み

②システム対応に
ついて信用情報機
関と協議中

③その他

 

n = 387 

③

② ① 

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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３．貸金業務取扱主任者 

∇99.5％の業者が「①必要な主任者数を確保済」又は「②4 条施行までに確保予定」としてい

る（第 3回試験まで合格発表済）。 

  

6.4% 0.5%

93.1%

①業務に必要な主
任者は確保済

②4条施行までに確
保できる見通し

③必要な人数が確
保できない

 

n = 393 ③

②

①

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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４．資金調達環境 

∇74.5％の業者が「②従来どおり」としている。 

  

74.5%

4.4%
21.2%

①以前より悪化した

②従来どおり

③以前より向上した

 

n = 364 

③
①

②

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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５．貸金業以外の業務の兼業状況（複数回答可） 

∇「②割賦販売業」「①保証業」の一方又は双方を兼業している業者が比較的多い。 

  

204

70

59

124

157

0 50 100 150 200 250

①保証業

②割賦販売業

③リース業

④不動産業

⑤その他

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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６．今後の経営方針 

∇61.4％の業者が「①従前どおり継続」、次いで、19.0％の業者が「③事業縮小」するとして

いる。「（④＋⑤）廃業」（貸金業から撤退）としている業者は、2.3％となっている。 

  

3.6% 3.8%

61.4%

19.0%

9.9%

1.8%

0.5%

①貸金業を継続（事業内容
を特段見直さず）

②貸金業を継続（事業内容
を見直し(例：無担保貸付→
有担保貸付)）

③貸金業を継続（事業を縮
小）

④廃業（貸金業から撤退し、
他の事業へ転換。）

⑤廃業（貸金業から撤退。
他の事業への転換は行わ
ない。）

⑥未定

⑦その他

 

⑥ ⑦n = 394 
⑤

④

③

①

②

※各数値の単位未満を四捨五入しているため、合計値が 100 にならない場合がある。 
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７．貸金業の縮小・廃止を検討している場合、その理由（複数回答可） 

∇「①上限金利引下げ」「②総量規制」「③過払金返還」を挙げた業者が多い。 

 

63

56

28

4

4

0

31

68

0 20 40 60 80

①上限金利引下げによる
収益悪化

②総量規制導入による収
益悪化

③過払金返還の負担

④資金調達環境の悪化

⑤貸金業務取扱主任者
の必置化への対応が困
難
⑥財産的基礎要件の充
足が困難

⑦後継者不足

⑧その他

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤

⑥

⑦

⑧ 
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